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プロイセン ドイツの近代化と地方自治 (1)
グーゲペツイルタ

領地区域とその解体一一

大野英

I 

領地区域 Gutsbezirkの解体は，たんにプロイセンの地方行政制度の改革の

問題にとどまらず，その社会的・政治的意義はこれを造かに越えて Iプロイ
グーァベァイルタ

セ γ国家の全構造J"にかかわる問題であった。領地区域の解体は，すでに1848

年革命のさなかに提起されているがZ人その全面的な実現をみたのは，漸くゲ
〆ーッペタイルタ

ァイマノレ共和市]の末期， 1928年秋以降であった。こうした領地区域の解体の経

過に焦点を定めて，プロイセ yの地方自治における変化を追跡することによっ

て，プロイセ Y ・ドイツの近代化の歴史的性格にひとつの照明を与える点に小

論の課題がある。「上からの革命による保守的近代化」ωと表現されたような，

西ヨーロッバ的発展とは異なった軌道を措いたドイツの近代化のひとつの重要

な局面がこのような作業に上って明らかにされるであろう o

〆-，ベッイルタ ヲ"ゲマイ νデ

プロイセ γの地方行政制度の単位として独立の領地区域主農村自治体とが並

存 Lて，プロイセ γの地方自治における二重構造 Dualismus が前面に押し出

1) Kar1heinz Kitzel， Die Helガ即時scheLandgemelndeoni1lung， Berlin 1957， S. 65領地

孟磁の帝制ドイツの在会iJ告元中主主において占める意義についてほ，すでに大野英二「ドイツ資
本主義の歴史的段階'J~土地制度史学」第46号， 1970ーし 48-54へージ;Eiji Ohno， The Histo-
rical Stage of German Capita1ism， The K:卯白 UnwersityE，ω万四nicRevit:'l.ιVul. 40， 

No. 2， 197ひ， pp. 32→43において私見を述べた。小論ほ，当時不十分にしか展開し得なかった問
題を，新しいテ}マのもとにたちいって分析しようとする試みである。

2) 高柳信一「三月草命におけるプロイセン地方自治制改革J~公法学研究』下，杉村章三郎先生
古稀記意，有斐閣1974，486へージ以下を参照せよー

めBarringtonMoore， Jr..品目'alOrigins of Dictatorsh世 ar.dDemocracy， Boston 1967. 

p.436 
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されてくるのは， 19世紀はじめの「農民解放」以降の時期であるn I農民解放j

以前に行政=ならびに裁判組織の末端の単位をなしていた騎士領 Rittergutは，

農民地をも支配して，いわゆる「領主的支配区域J (dominialer Herrschafts~ 
グーツペツイル，

bezirk)4)を形成していたが，まだ領地区域とし、う用語は使用されていなかった

というへ 「農民解放」の過程で実施された「調整J(Regulierungsedikt vom 

14. September 1811) によって，領主の支配領域から農民の所有地は「分離」

(Separation) され，こうしてはじめて，農民の自治体としてのラ Y トゲマイ
グーヮ-ツイルグ ラ"'ゲマイ Y デ

ンデ区域が画定されて，独立の領地区域と農村自治体との併存が生み出された

のであった的。
〆ーッベッイルタ

このような独立の領地区域にたいする法的承認の最初の痕跡は， 1812年の地

方治安警察令 (Gendarmerieediktvom 30. Juli 1812)においτ，農村自治体
〆

と並んで挙げられた「領主所領J(Dominialhof) 応見出されるというがわ，領
ツペツイルp ラントゲマイ νデ

地区域を農村自治体と並ぶ公法上の諸義務の担い手としてはじめて明示したの

は1842年の救貧法 (Gesetzuber die VerpfIichtung zur Armenpflege vom 

31. D目 ember 1842) であった"，こうした法的認可をもたらした社会的な背

4) Friedrich Keil. Die Landgemebde i.n den ostlichen Provinzen Preusens， in:-&hriten 
dp.s日ヤ出in';fuγ 8()cia[ροlitik，&1.. 43， Lεipzig 1890. S. 41 なお，藤瀬措司『近代ドイツ農
業の形成』御茶申水書房1967，100ベージおよび上山安敏『ドイツ官僚制成立論』有斐閣19臼，
88， 164-5ベ クを重参照せよ。

5) Engene N. Anderson & Pauline -R. Anderson， Politica/ Institut均'ons arid Sociσz 
Change inζ}mtinental E附句pe帥 theNi，.ete削 thCentuηI Berkeley and Los Angeles 

1967， p. 86 
6) Edgar Loening， Landgemeinden und Gutsbezirke in den O5tlichen Provin目立 Preussens.
in: Jah品ucherfur Nationalakonom四 undS;加 tistik.Bd. 43， ]ena 1892， S. 179; St 
Genzmer， En白乙ehungund Recht.即 'erhalt出 'sseder Gutsbezrke in den 7 ostlichen Pro 

叫開制点'sPreusischen Staaιes， Berlin 1891， S. 16 
7) F. Keil，噌 cit.，S. 109 こ白地方治安警察令は， プロイセン0郡長 Landrat~フラシス式
の政府任命の郡長へかえようとするものであったが，激しい反対にあって，実施されず， 1814年

5月19日目閣令によって停止されたョ d.Hans R畑 enberg，Bu問 aucracy，Aris却cracy，酎 ，d
Autucracy， Boston 19伍~， p. 226 i Paul Sch皿 tz，Die Entstelu叫~gde7. Pno;ussischen K:叩“
ordnung vom 13. Dezernber 1872， Berlin 1910， S. 6 

8) K. Kitzel，噌ωcit.，S. 16 このプロイセγの貧民世養義務法については藤掴浩司「プロシャ
=ドイツにおける故貧法と労働者時険制度の展開J W，経済科学~ XX-4. 1974. 85~142 ページを
書照せよ。
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〆}ヅペツイルp

景のひとつと Lて領地区域の面積ならびに数の著しい増大もまた看過され得な

い。約12，000の騎士領は I農民解放」により約 150万モノレゲンの補償地を取

得し，また共同地分割 (Gemei出血tsteilungsordnungvom 7. Juni 1821) 

のさいに，共同地の大半を占取し，わずか14%が農民に帰属するにすぎなかっ
〆ーツー、νィパグ

た。また，農業不況期の大所領の分割により領地区域の数も増加した円こう
グータペタイルク

して，騎士領と蹟土領資格を有しない所領とを包括する領地区域が前面に押し

出されるにともない，プロイセン東部の地方自治制度における二重構造が形成

されたのである。

しかし，地方自治制度にかん Lて，プロイセンの東部にたいして西部は異な

った局面を示していt:..o西部には，王にフランス支配の影響下に形成された地

方町村連合 Landburger roeisterei宇ヴェストファーレンの管区自治体 Amts-

gemeinde をはじめ，ハノ←ファーやホルシュタインの北海沿岸の湿地地帯に

おける教区 Kirchspiel，北西ドイツ全般に見出される堤防組合 Deichverband

等，個々の町村の給付能力の不足を，町村の独立を維持したまま，連合によっ

て解決しようとするいわゆる総合町村 Samtgemeinde が拡がっていた>0，。 ζ

ラゾトぜ~，-ゲル守イスチヲイ

うした地方町村連合の特徴のひとつとして，それが都市と農村との平等を実現

するために寄与することが挙げられている。ライ Y地方の行政における都市と

農村とり平等は，一面，東部ドイツと比較し ζ造かに高い人u密度十，多数の

自立的な農民村落や，農村工業の普及等， ライン地方の歴史的事情にもとっく
ザムトグマインデ

とともに，他面，組織上，弱小町村を連合さ官て給付能力のある総合町村を形

成することによって固められたというu)。プロイセンの地方自治制度における

二重構造は，したがって，上述のような東部における二重構造であると同時に，

東部主丙部との閣の一重構造でもあった山。

9) Reinhart Koselleck， P阿玖β四 2wischenRザormund Revoluti耐， Stutt伊 rt1975， S. 498 ; 

vgl. v. Na由usius-Obornik，Die Zustande und die Reform des 1誌lndlichenGe田 eindewesens

in der Provinz Posen， in 品'd~ゲS. Bd， 44. 1890. S， 7 f 
10) Heinrich He的er，I)ie改 utscheSelbstve門叫品問f(im 19. Jah泊undert，Stuttgart 1969， 

S. 222 f 

11) L副司， 5，凹5
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ヲントゲマインデ 〆ーツペツイル，

ところで，プロイセン東部において，農村自治体と領地区域との分離が生じ
グーヅヘル グーッペタイルグ

た が ，それにも拘らず，領土は，領地区域にたいしてのみでなく，かコてグー
ヲγ トグマイ Yデ ホ}グ9ヒ

ツヘノレンャフトに属してし、た農村自治体にたし，しでも，従末と同様に，公権的
カイト

支配を及ぼしていたのである'"。

1848年 12月 5自のプロイセン欽定憲法. 1850年 1月31日の修E憲法および

1850年 3月11日の市町村制 (Gemeindeordnungfur den pr印 刷schenStaat 

vom 11. Marz 1850)は，東部の騎士領所有者の農民村落における領主警察権
〆ーッベタイル2

patrimoniale Polizeigewaltを 廃 止 し ， 領 地 区 域 の 地方行政上の独立性を否定

しようとした凶。しかし，この実施は. 1852-6年の反動的諸立法により阻止き

れた。領主裁判権 Patrimonialgerichtbarkei tが 1849年の条例U(Verordnung 

vom 2. Januar 1849) と1851年の法律 (Gesetzvom 26. April 1851)によっ

て 廃 棄きれた以外は山，いわば「三月前期の状態の復活J16)をみたのである。

なかんず<. 1856年 4月 14日の法律 (Gesetzvom 14. April 1856 betreffend 

die landlichen Ortsobrigkeiten in den sechs ostlichen Provinzen der 

12) 明治維新以接〉日本の地方自治制度位，プロイセンをそデルとして，グナイスト RudoHvon 
Gnei.stやそブセ AlbertMOS5C から野響をうけつつ，国88仁明治21)年の市制町村机 1890

(明治23)年の府県制・郡制として完成された。プロイセンの制度を継受するばあいに生じた山
こ わヲイ，

県有朋と井上毅との対立の背栓には，グナイスト=モツセの町村合辞論〈プロイセン東部自郡を
利川

中心とする方式)と， νスヲ-Hermann Roeslerの連合町村組合案〔プロイセン西部の総合

員:1#を中心とする方式〕との対立がからんでいた〔山田公平「迂代日本地方自治研究序論HJ日

本福世大学「研究紀要』第27号1975，52， 76-7ベージ).結局，町村連合方式は拒否されて，町

村合酔方式が断行さホι 「そこには. I目町村共同体の手作地主層を主体とする 自然村の自治

ではなく，合併による新市町村規模で形成されつつある寄生地主的支配秩序を基盤とする行政村

の自治が意図されJ (前掲論口. w研究紀要』第四号1976，91ヘ ジ).日本の地方自治体にお

ける自?I¥f1と存ilIt{Jとの三量串主が形成された，と山田公平民は主張する(向上. 1田 -6ベ ク〉。
~" .. 〆司イ νヂ "， _7-<"~ '"' 

こうした二重構造は， もとより，プロイセン東部における農村自治体と領地区域との三重構造と

は異質のものであり，近代目本とプロイセン東部との地方自治制度における差異は明瞭である@

なお，亀掛川浩『明治地方制度成立史』柏書房1967，247-58ベ ジ;Jクーメス『日本国家の近

代化とロェスヲー』本間英世乱未来社1970.188-92ベータを参照せよ.

13) V gl. E. Loening， o.ρロt.，S. 1聞 f.:Ludwig Hau:s町，Die Geschichte der Grund/l凶作一

schaft Walde-nburg-Neuha山， Bres1au 1932， S. 276 ;末川清「プロイセンにおける騎士額所有

者の『オーグリ己カイト』的権利をめ〈ってJ W立命館文ザ』第228号 1964-6， 41-59へ ジ5

14) V gl. H， Heffter， op. cit.， S. 316;高柳信三，前掲論士.492ベージ.

15) E. Loening， o.少口"t.，S. 184 Anm. 2 

16) H. Heffter， ot ロ't.，S. 330 f 
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〆ーツヘル グーッペッイルタ ヲ γ トグマイ νデペッイルP

preusisc hen Mona rc:hie)は，領主の領地区域と農村自治体15'域「の双方にわ
4ーツヘル ヲシ下ゲマイシデ

たる領主警察権を復活きせ，また，領主に農村自治体の村長 Schu]z と参審員

Schoffeを任命する権限を承認した判。
〆ーツヘル ライトゲマ

1872年12月31日の郡条例UKreisordnung によって， こうした領主の農村自
インデ 〆ーッベッイルタ ヲγ トグマイツデ

治体にたいする警察権や監督権は廃棄され，領地区域と農村自治体とは，ー警察

管区 Amtsbezirkヘ統合された。名誉職の警察管区長 Amtsvorsteher は郡

会 Kreistagの提示するリストにしたがって州長官 Oberprasidentが任命し，
ラントゲマイ νデ ヲ d トラート

農村自治体の村長および参審員は自治体自身によって選出されて，郡長の追認
ヲントグ守イ γ デ グー:タ~，イルタ

をうけることになり，農村自治体と領地区域の行政にたいする監督権は郡参事
ヲ νトグ守イ γヂ

会 Kreisausschusの手中へ移された。とうして， r農村自治体は，公法上も
ヲシトゲマイソデ グーツペツイ

政治上も， グーツへんシャフトから解放された。農村自治体にたいして領地区
ルタ

域が独立の支配凶体として対立している」と， E，レ ニングは述べ口、る則。
タラ"孔オ JOy"，，， p 

こうした事態を P.シュミッヅの ζ とし 「新しい郡条例は農村の古い家

産的行政秩序と身分的編制の最後の残津を取り除いた」山と，捉える見解も見
タヲ"ぇオルト"罵ン，

出されるが， このような見解は， 郡条例によって領主的警察権が法律上は de

Jure取り除かれても，事実上は defacto存続したと指摘加されている上うな

現実にたし、 Lての洞察を欠〈ばかりでな<.プロイセン東部における地方自治

の三重構造になんら基本的な変化が生じていない点を看過しているように思わ

れる。
ザ A トゲ守イソデ グーッペツイルタ

H へフタ は，東部においても総合町村を形成して，これに領地区域を組

17) F. Keil. op. cit.， S. 187 f.; E. Loening， op. cit.， 184 f. ;赤木須留喜『行政責任の研究』岩
世書官 1978，356ヘ ク，木佐茂男「フロイセγ=ドイツ地方自治法理論研究序説口j W自治研
究Jl54-8， 1978， 1時へ ';0 なお オーストリアでは1848年の革命により貴族の農民村落にた

いする支配の遺制は消滅し，ロシアでも「農奴解放」にさいして貴族はミ ルにfこいする一切の
主配権を失なったのに，プ戸イセンとマンャ ルの地方貸放は解放された農民眉にたいする支配

を続けた， とアンダースンは指摘している (E.N. Ande白血&P. R. Anderson.噌叫， p
85)。こうした事実につい亡はなおいっ E比較社会史的な考察が加えられねばならない巴

18) E. Loening， 0.ρcit.， S. 187. 

19) P. Schmitz， ot. cit.， S. 1 
20) Hermann Graf von ArniIIl & ¥Villi A. Boelcke. Muskau. Standeshel判 chaftZUJischen 

Sp，ゼ~e und N“ise. FrankfurtjM 1978， S. 232. 
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〆ーヮベツイルタ

み入れようと Lた自由派の要求が挫折し，領地区域の独立性が維持されたまま

であった点を重視している。 I官僚と並んでユンカ 階級は，郡行政の新しい

形式でもひき続いて，東部諸州の農村を統治することができた。! これまで
グーツオーグリヒカイト Pライスシ早タ γ トシャフト

領地支配権や郡会出席権の諸特権を享受してきたのと同じ大土地所有者が，

いま.郡参事会の大半の席と警察管区長の地位を占めた。 農民村落と並ん
アムアベ

で騎士領は地方自治体=地方警察区域として独立したままであった。 ・警察
フィルタ

管区を地方自治体の管区連合へ発展させる可能性は現実とはならなかった」
，，，スオルドヌゾタ

と2九K.キッツェノレもまた，郡条例の制定をめ「って自由派が決定的に敗北

し.ユンカ一階級が郡参事会のうちに新しい稜壁を創出したことを強調する。
ヲν トザ守イソヂ タヲ fλオルドヲaνF

「農村自治体制度を同時に規制する ζとなしに，郡条例が採択されたことは，

プロイセ Y行政の根本的な再編成を求め，東部におけるュ γカー支配の除去を

求めた自由派の願望にとって，ただたんに引き分けを意味しただけではなく

-重大な後退，それどころか決定的な敗北を意味した。ひとはそのことに当

時はまだ気づ〈ことはできなかった吋れど.ユンカーはかくして決定的な勝利

をかち得たのであり，この勝利によりュ γ カーの支配はピスマノレク帝国の終り

まで，さらにそれを越えて保証されたのだ。 ー ョ yカーはただたんに何もの

も失なわなかったのみでなく，郡参事会のうちに農村におけるかれらの支配の

新 Le、稜室を創り出したのであった。すなわち，郡参事会がそわ以後東部諸州

における地方自治の本来の担い手となったのである」と22)。
ラνトゲマイァデ 〆ータペ，イルタ PライスTルド，'/!7

ところで，藤瀬浩司氏は，農村自治体と領地区域との区分は， 郡条例によ

る領主警察権の廃止によって実質的に達成され. iプロシャ農業変革立法の終

点・総仕上げは. ~上からの革命11 Revoll.1tiOn von obenの時期に与えられる

のである」と主張している叩。しかし I上からの革命」の所産がプロイセソ

東部の地方自治における二重構造の揚棄ではな<.その確定とじて捉えられて

いる点に留意さるべきであろう。

21) H. Heffter， op. cit.， S. 555 
22) K. Kitzel， 0か cit.，S. 24 
25) 藤前日告司，前掲書， 260ペ」ジ。
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したがって，赤木須留喜氏は，こうしたプロイセン地方自治制度の展開は，

1848年革命が指向した路線に沿って進んだものではな<.むしろユンカ一階級

と官僚制とを強固な紐帯に結びつける媒体を形成し，1872-75牛の『行政改

草』の成果は，結論的にみて，それを推進する中核であったリベラル・プノレジ

罰アジーの諸勢力のためにその結晶核をつくりだしたのではなく，逆に封建的

諸勢力の結品核を形成することになったといわなければならない」と述べてい

る24)。

いずれにせよ，プロイセン東部の地方自治において二重構造が維持され，た
ターァペヅイルタ

んなる大土地所有ないし大農場経営ではなしこれらが行政上独立の領地区域

を形成していたことが， どのような意味をもっていたのか，その実態を明らか
〆 ""-'>"fル，

にすることが問題であろう。マッグス・ヴェーパーは，領地区域が一般に経営

の規模などよりも「所有の社会的質J(s0 Z a 1 e Qualitat des Besitzes)25) 

にかんする蓬かに確実な像を与えることを強調しているが，プロイセンの地方

自治制度の改革のなかで，まさしくこの|所有の社会的質」にどのような変化

が生じたかが関われるべきである。

11 

内相へノレフルト LudwigHerrfurth の1890年11月29日のプロイセソ衆議院
ラゾトゲマインデオルドヌンタ

における新Lい農村自治体条例の提案趣旨によれば，地方自治制度の根本的改

革の必要は. ，計会的・経済的事情の発展」拙から生じており，なかんず〈地

方自治体の公法上の諸任務の増大，つまり救貧行政，道路建設p 学校負担等の

24) 赤木須留喜，前掲書， 407へ ゾ。 なお，若尾祐司「ユンカートウムとプロイセン『自治IJ
『蹴大法学』第15号， 1974， 39-78へージ，ノド苦勤『ドイツ第二帝制史研究』青木書盾1977，107 

8ベータ，よ山安敏 r憲法社会史』日本評論社19チ'7， 85-93ベ ジ，北住畑 「ドイツ第三帝制
プロイセソにおける地方枕治体制」愛知学院大学論叢『法学研究.1121.1-2， 1977， 261-332ベ
ジを参照せよ。

25) Max Weber， Agrarstatistische und sOzialpo1itische Betrachtungen zur Fideikommisfrage 
in Preusen (1904). in: Gesammelte Aufsatze zuァ Soziologieund Sozial;ρolitik， Tubin 
gen 1924， 36B Ar_m. 2 

26) StcriographuchσB，ロchtcuber die Verhandlung印 . Haus der Abgeord)目 eten(Preu 

sen). Neunte Sitzung am 29. November 1890. S. 202 
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いわゆる給付行政の著しい拡大にもとづいていた加。
グ←ツベツイルタ

領地区域が当面した困難としては，給付能力 Leistungsfahigkeit の欠如，
ヲγ トゲマイ Yデ

所有の統一性 Einheitdes Besitzesの喪失，および農村自治体との混在 Ge.

mengeの三点、が挙げられている。給付能力にかんしては，東部諸州のお，600の
グーツペタイルタ

領地区域のうち， 600以上が75ha以下， 800以上が75-125haの規模にすぎず，

約2，000は若干それ以上の規模をもっていても，地租・家屋税年額225M以下
Pライスオルド京"

であって， 郡条例の規定による大土地所有の最低限にも達しておらず，これ
〆ーツベヅイルタ

ら3，400の領地区域のうちの相当数は給付能力を欠如しているものと推定され
〆ーァペソイルタ

ている。また，領地区域がかつて有していた所有の統一性，つまり農場経営を
Yーツベ

中心にそれに依存する人々のみによって居住民が構成きれていた状態は，領地

区域の独立性を正当化する根拠とされていたが， この所有の統一性は，住民数
グークペッイルタ ヨ o 与ー グ-

300人以上の1，300の領地区域，ならびに，完全な集団居住地を有する1，500の領

地区域の大多数においては，喪失されているものとみなされており，さらに，
グーツイツイル， ラソトグマインヂ

領地位i域の総数の約 3分の 1，ほぼ5，000が農村自治体と混在しているものと

J;:i';えられ n、た'"。
ラγ トゲマイソデ

東部諸州の24，400の農村自治体においても， 1，500以上は住民50人以下， 3，000 

以上は50-100人，約3，200が100-150人であり，これら約7，800のうちの多〈は給
グーツベタイルタ

付能力を欠如している。また，領地区域と混在しているもの以外に，なお1，300
ラ γ トグマイ γデ

以上の農村自治体が他の農村自治体または都市自治休と混在しており， これら
グーツペツイルp

は，領地灰域のj毘存のぱあい土同様，合併 Vereinigung によ勺て困難者除会

すべきものと主張されている問。

27) いわゆる「組織資本主義」白理念型毛デルの指標のひとつとして，国溺機能の拡大にともなう
秩序行政かb給付行政への移行が挙げbれているように C大野英二 r'組融資本主義』論の問題
点J ，思想』第625号. 1976-7， 43へジ。 Vg1.]urgen Kocka， Organis凹 terKapitalismus 
oder Staatsmonopolistischer Kapitalismus? Begriffiiche Vorbernerkungen， in: H. A. 

Winkler (Hrsg.)， 0培 'antste市 rKapitalismus， Gotti唱団 1974，S. 23.).問題はドイツにお
ける高度工業化の展開と深くかかわりあっていたロ

28) S，必en.Ber. (29. Nov. 1890)， S. 202 f 
29) Ibid.， S. 203 
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ともあれ，給付不能，所有の統一性の喪失および混在の諸問題を解決すべく，
グーツベツイル p

町村合併と一定範囲での領地区域の解体が提起された。法案によれば，その施
グマイ γ デ 〆ーァペッイ"

行には， (1)地方自治体上の諸義務を十分に履行し得ない農村自治体や領地区域
グ噌イ γ ダ グーγペッイルタ

の隣接の農村自治体や領地区域との合併 Vereinigung，(2)農場や耕地区域が混
ゲマイ y ヂ〆ー

在していて，地方自治体上の利害が分離され得なくなっている農村自治体と領
グーヅ.""イル， グーアペツイルダ

地区域との統合 Zusammenlegung，(3)分散した領地区域，および，領地区域の
= ー ラントゲマイ γデ

なかに存在する集団居住地の農村自治体への改組 Umwandlung，以上三つの

方式があったが，関係者の意見を聴取して，施行の実質的な担い手となったの

が，ほかならぬュ γヵ 階級の稜盤たる郡参事会であったことは，改革の性格

を知るうえで留意さるべき点であろう。へノレフノレトが当面困難なく実施し得る
〆】ツ~ツイ

ものとみなした改革はいたって微温的であり， (1)給付不能の約1，000の領地区
ルタ 町 νトグマイ γデ ヲγ トグマインデ ラγ トグマイ γヂ

域および約2，100の農村自治体の他の農村自治体との合併， (2)農村自治体と混
グーッペコタイルタ ヲν トグマイ γデ

在する500以上の領地区域，および，農村自治体や都市と混仕している500以上
ヲゾトグマイ νデ グーツペクイルグ ラントグマイ γヂ

の農村自治体の合併， (3)約 140の領地区域の農村自治体への改組，以上がその
グー γペツイル p

範囲巴あり，約1，640の領地区域が解体されるにすぎない8030

また，ヘノレフノレトは，救貧，学校，道路等白地方自治体の諸任務を共同で履
グーツーミツイルP ヲゾドグマイ γヂ

行するために領地区域や農村自治体が目的団体を形成する必要を主張している

が，西部におけるような町村連合。形成にたいしては拒杏的な姿勢を示した。
ラ γ トゲマインデ

さらに，東部の農村自治体の選挙制度について，平等・普通選挙権は拒けられ，

資産評怖E結びついた三級選挙制が維持さるべきであり，定住していない自治

体成員も 660M以上の所得があれば選挙権・被選挙権を賦与さるべきこと等に
グータベッイルタ

言及されている日。そのさい，領地区域における居住民の自治体選挙権を有し

ない無権利状態についてはなんらり顧慮も払われていなし九しかも，へノレフノレ

トは I大小土地所有の連帯を輩固にし，東部の農村自治体に活発な地方自治

30) ~仇瓦， S.2叫

31) 1bi乙1.，S. 204 f 
32) 1bid.， S. 20丘
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活動を喚起する」点に，法案の狙いがあることを指摘し，社会民主党が「農村

へJ(auf di.e Dorfer) をスローガ Y に掲げて農村におけるアデテーションを

展開しようとしているのであれば，これを寒曾止めるためには「国家の技法も

また農村へ向わなければならなしづと述べている32)0 1"上からの改革」の志向

する点が如実に示されている。

ともれあ，へんフノレトの改革は，文相ゴスラー Gustavvon Goslerの国民

学校法案や蔵相ミーケノレ JohannesMiquelの税制改革法案と同時に， ビスマ

ルクの失脚によって内政改革にたいするダムが崩れたのちに，後継宰相カプリ

ーヴィ Leovon Capriviの「新航路」の内政の一環として提起されたもので

あり，新政府とュ γ カーが支配した保守派とり，また新政府内部の改革路線と

保守路線との「最初の重大な力試し」と目されている叩。

このようなプロイセ Y東部の地方自治制度の改革が提起されざるを得なかっ

た社会的な背景をさらにたちいって考察しておこう。
ラνトグマイ γデ

(1)東部7州|の地方自治体の支出の内訳をみるならば，農村自治体は， 1888/ 

89年度に，支出総額33，594，227:¥1のうち，一般行政に7，008，761 M (20，86%)， 

貧民扶養に3，909，706M (11.64%)，国民学校に10，076，220M (29.99%)，公道に

4，893，419 M (14.57%)，その他に7，706，121M (22.94$めを支出しており，救
グークペツイ pレタ

貧・学校・道路の三項目で5620%を占めている。また，領地区域は， 1888/89 

年度に，支出総額11，770，382M のうち，一般行政に1，234，681M (10.49%)，貧

民扶養に3，382，378M (28.74%)，国民学校に2，924，258M (24.84%)，公道に

3，387，922 M (28.78%)，その他に841，142M (7.15%)を支出しており，上記三

項目で82.363百という高い比率を占めている制。こうした給付行政の拡大にと

もない，地方自治体の給付能力の欠如は顕著となってくる。給付不能の事態を

33) Peter Leibenguth， Modernisierungskr.山 '5des Kaise1Teichs an cler Schwelle zum UJil-

hel-問。"ischenImpe打 'alismus.Dissertation-Koln 1975，丘 147
34) Aa[agen zu d，明 StenographischenBerichten品町 die Verhandlungen des H.四，es

der Abg印 rduet.酎 (1890-91).Bd. 1. S. 400-3なお，藤本建夫「ヒーーネ法と地租・家屋
税委譲論(→JW甲南経済学論集J19-2， 19'マ8，54-87ベージを参照せよ。
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推定する指標として， 125 ha以下。規模，およびそれ以上の規模であっても地
グーツペツイ'"

租・家屋税年額225M以下の領地区域が挙げられているが， 1889年に15，612の
グ}ツペフィルタ

領地灰域のうも3，430(21.97%)がこれに該当L.特に東プロイセンやシュレー

ジェンに多1..，35) 0 !rゲマインデ・レキシコン』を検討すれば， 1885年の γ ュレ

ージェン州にかんする調査結果のうち若干の事例を掲げた第 1表(I， m)か

らも明らかなように， 方にはゲルリッツアー・コムナノレハイデのごとき
グーヅへツイルタ

27，961 haもの巨大な領地区域が数多く見出されると同時に，他方にはカイザ
グーヅ ξツイルタ

ーヴァノレダウのごとき1ha といったリロパット的な無人の領地区域もまた数

多く見出されるのである。こうした極限事象の例として，ヘルフノレトは法案の
〆 ヅー右タイルタ

第三読会で，オーバ一二ノュレージエンの二つの領地区域を挙げた。ひとつは，
〆ーνdツイルタ

「真に観念的な」領地区域であり，一切の現実性を欠いていて若干の斜面と

学校にたし、する義務とから成り立っていた。いまひとつは，現実的基礎をもっ

ているが， 16 haの劣悪な土地にすぎず，しかも学校や教会にたいする完全な

保護の権利と義務をもっていた。いずれも19世紀はじめ以米こうした形で存
〆-，ベァイルタ

在l.-，大所領0)所有者りものであったが，この所有者は乙の領地区域を資産の
バト n ナート グーッベァイ

ない靴職人に譲渡L-，靴職人は保護の権利と義務を行なし、得ないため，領地区
グーツベタイルタ

域の除去を求めたという 2830 こうした「領地区域の戯画J37)の事例は多数見出

さオしる。
ラ γ トゲマイ γデ

農村自治体についても，類似の事態が認められる。一方にはp ベノレ 1)_:，/近

郊のテノレトー Teltow郡における「全干国最大の村」リ νクスドルフ Rixdorf

(人口35，728人〕やシェーネベルク Sch凸neberg(28，844人〉をはじめ，数多〈
ラントゲ『インデ

の巨大な村が存在し，人口 1万人以上の農村自治体はフロイセ γ全体で37を数
ソトゲ守

えたという問、第 2表 (0はシュレージエン州のλ口5，000人以上の農村自
<>デ

治体を掲げている。シュレージエン最大の村はライへンバッハ郡の織工村ラン

35) Anlagm， 334 f 

36) Sten. Ber. (20. Apri.l 1891)， S. 1842 
37) K. Kitzel. o.ρ日ム S.39. 
38) S.加..Ber. (20， Apri1 1891)， S. 1848 
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グーツヘツイルタ

シュレーユノエ Y州り領地区域

| 面積領地区域 郡 耕土l!! 牧草地 山林 児 立

Karlswalde 
Hrz. Sagansche Haide Sagan 15 712ha 12 524 14 966 83 34 49 
Haselbach Sprottau 12 990 1 725 1 396 9 509 9 6 3 
Wehrau Bunzlau 10 369 190 399 9603 70 31 39 
Gor1itzer Kommu口alheide Gorlitz 27 961 94 1 473 25 534 917 458 459 
Ples， Schlos Ples 11 842 118 694 10 598 423 192 231 

II Bemsdorf Hoyerw町 da 1 687 167 30 1 372 1 199 606 593 
Gros Stanisch Gros Strehlitz 5 800 751 83 4 563 1 579 716 363 
Sandowi.t7. Lublinitz 5 842 513 140 4 564 2 240 1 088 1 152 
Deu tsch Piekar Beuthen 1 095 721 89 165 4 679 2 294 

SOSccrhhzewWga1oelw nzWto aclhd1，0WB1etuz thener 
Beuthen 366 121 15 156 3 653 1 850 1 803 
Beuthen 546 89 9 387 4 118 2 091 2 027 
Eeuthen 日86 345 17 1 787 933 854 

Ruda Zabrze 995 368 50 366 1 573 760 813 
Antonienhiitt~ Kattowitz 143 35 l 2 5 116 2 505 2611 
Eittkow mit Hohenlohehutte Kattowitz 396 202 13 0，1 2 292 1 246 1 046 
Laurahutte Kattowitz 215 54 1 28 9 644 4811 4 833 
Michalkowitz， Schlos Kattowitz 471 290 28 7 1 167 616 551 
Siemianowit胃 Kattowitz 384 264 21 42 1 440 679 761 
Emanuelssegen Ples 5 908 59 185 5 504 1 443 775 670 

m Gunthersdorf Striegau 3 1 2 

Kaiserswaldau Hirschberg 1 

EGsuetltsabueerr g，HAa1ndte heIl Muskau Rosenberg 1 1 
Rosenberg 1 l 1 

Rengersdorf (Enklave) Rosenberg 3 2 1 
Schironowitz Gros Strehlitz 5 3 1 

第 1表

Gememdelexilan fur die Provinz Sιhlesien. Auf Grund der Muterialien der Volkszahlung刊 m 1. De目立lber18師 団 4

anderer amtlicher Quelle bearbeitet vom Kδniglichen statistischen Bureau， Berlin 1887 

ネ
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ラ γ トゲマ<~デ

シュレージエン州のls:村自治体

農村自治体 京l 面積 耕地 牧 草 地 山 林 |人口 男 女

Ernsdorf Reichen bach 944ha 767 44 6 097 2 850 3 247 
Langenbielau Reュchenbach 1 855 1 445 215 37 壬4410 6 550 7 860 
Altwasser Waldenburg 272 133 25 66 8 672 4 359 4 313 
υittersbach Waldenburg 387 211 40 62 6 573 3 345 3 228 

Nieder Hermsdorf Waldenburg 531 216 44 116 6 554 3 528 3 026 
Weil3stein Waldenburg 771 437 133 25 6 123 3 087 3 036 
Lipine Beuthen 325 主88 5 10 454 5 169 5 285 
Alt Zabrze Zabrze 627 459 66 9 390 4 598 4 792 

Biskupitz Zabrze 345 251 18 l 6 470 3 212 3 258 
Klein Zabrze Zabrze 73 37 6 237 3 lGQ 3 087 
Ruda Zabrze 403 276 33 5 6 434 3 092 3 342 
Zaborze Zabrze 498 341 6 5 12 552 6 449 6 103 

sEcohgoupt1snc1htiz i tz 
Kattowitz 534 358 26 2 6 358 3 212 3 173 
K且ttowitz Zう5 147 24 12 5 200 2 770 2 430 

II Ricscnthal Trebnitz 4 4 7 4 3 
Karlsruh Steinau 2 0，2 l 39 15 24 
Wehrdod Munsterberg 4 3 0，1 52 22 30 
Graditz， Kolonie Schweidnitz 2 2 191 96 95 
Klein Friedrichsfeld Schweidnitz 3 288 145 14.3 
Hummel Striegau 4 3 35 14 21 
Neu Friedersdorf Waldenburg 2 0，4 1 87 47 40 

ESGchreotn1bberrug nn 
Freistadt 2 → 53 21 32 
Freistadt 2 2 85 .'lq 4白

Kunzendorf Glog.戸U 4 2 1 0，1 一(Enklave)
Gros Vorwerk Bunzlau 3 2 0，3 35 1行 19 
Kirsch Bunzlau 4 3 0，1 32 16 16 
Ober Poitzenberg Lowenberg 1 31 " 15 
Neu Bertelsdorf Lauban 4 2 183 84 99 
Gutauer Haide Rothenburg 3 3 ← (Enklave) 

第 2表

Geneindelexikon fur die Provinz SchJesien. Berlln 1887 3俳
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ゲ y ピ ラウであり， 1785年にすでに人口 6，700人を数え，その村落は山岳地

帯の渓谷を走る街道i品、に 1マイルにわたって連らなっていた刷。ヴァノレデ γ

フソレク郡のアノレトヴァッ+一等は麻工業地帯から石炭鉱業地帯へ発展Lてい巧

た村であり ω九ザボノレツェ yピーネ等はオーバーシュレージエン鉱山業の中

枢地帯に労働者の集団居住地として形成された村であった叫。

こうした過大な村とは対際的な過小な村もおびただしく存在し， これらは往
グーツペツイル，

々にして巨大な領地区域の添え物にしかすぎなかった。第2表 (11)はシュレ

ージェン州についてその一端を示すものにすぎない。ポーゼ Y州のシュロータ。
グマイ ν ヂ

Schroda郡についても， 1888年に完全に無人の二つの農村自治体が存在するほ
グ マィ ヂ

か，各郡に 1-3人の農夫が居住するだけの多数の農村自治体があり，その一

部は事実上すでに隣村に所属して，隣村の村長によって管理さわしていたことが
グーマイ

挙げられている。さらに，村から 4マイルも離れた開拓地をもっ多数の農村自
Y デ

治体も存在していた山。このような担税力も生存能力も欠如する多数の倭小自

治体の多くは，プロイセ Y農業改革の特妹性の所産であり，あるいは， ドイツ
グーツベツイルタ

人の定住地をポーランド人の領地区域から分離させ(，地名をドイツ化する努

力の所産でもあったというが4へ19世紀半ば以降のドイツの工業化の進展とあ

いまって増加した離村がもたらした過疎の問題もまた看過され得なし、であろ

. 
つQ

グ -7""'7イルタ

(2)前郡長 O ボルトは，領地区域の独立性の前提条件正して，その所有者に

一切の土地が所属し，かれの承認なしには何人も域内に屑住し得ず，全性民は

もっぱら所有者の意志に従って構成されるといった，所有の統一性の存在を挙

げ，これが失なわれるとともに行政上の弊害が生じると述べている叫。このよ

39) Johannes Ziekursch， Hunde同 Jah問 schlesischerAgra増田chu:hle.Breslau 1915， S 

62. 
40) L. Hau紅白，ot口 t..S. 237， 245 ff.， 364 ff 
41) Walter Kuhn， Siιdlungsgeschichtc Oberschlesi印 5，WUrzburg 1954， S. 254. 
42) Anlagen. S. 275 

4~) K. Kit:;o;el， n.ψ 口t.，S. 37. 

44) Otto Boldt， Zur Neuregel，即 'tgdes landlichen Gemeindewesens， Berlin 1890， S. 8 f 
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うな見地は，東部の地方自治における二重構造をいわばその本源的な姿で是認
グーツベ

する保守的な立場に他ならないが，この所有の統一性の喪失をめぞって，領地
ヅイル，

灰域の実態にどの上号な照明があてられたかを検討してみたく思う。へノレフノレ

トは，人口 300人以上および集団居住地を有する領地区域の大半は所有の統一

性を失なっているものとみなしたが， 1889年に人口 301-400人， 568; 401-

500人， 211; 501-1，000人， 216; 1000人以上， 43;完全な集団居住地1，524(そ
グーッベタイルタ

のうち国庫所有211)，以上のような領地区域の数が認められた4530 所有の統一

性は工業化が高度に進展した地方で最も多く失なわれ，東部諸州のなかでもシ

ュレージ=:/州において深刻な事態が見出された。第 1表 (n)は Y ュレージ
〆-，ベアイルク

エ Y州の人口1，000人以上の領地区域だけを掲げており，その大半はボイテン，

ザプジェ，カトヴィッツ諸郡のオーパーシュレージェ γの鉱山業地帯に存在し

ている。
グーッ4 タイルタ

この鉱山業地帯の領地区域のはらむ問題性については，第 1次大戦前の時点

でもなお，ボーラ Y ド党のザイグ Seyda がプロイセ γ衆議院で興味ある陳述

をしている。
グーツベタイルタ

ザイダは，所有の統一性を喪失した異常な領地区域には 2類型のあることを

指摘した。第1類型は，集団居住地のみでなく，都市そのものが形成されてい
グーツプツイルp

るばあいであり，第2類型は，領地区域内にはもっぱら鉱工業施設なら u'に会
ヲソトゲマイ νデ

社の高級職員の住居だけが存在し，労働者人口は隣接の農村自治体へ押Lつけ

られているばあいであった。

第 l類型の典型的事例とされたのはカトヴィッツ郡の7γ トーニエ Y製錬所

区域であったく第1表Eを参照せよ〕。この区域は， 1912年には約 1万人の人

口を有L"そこには農場経営の他に，大きな鉱山・亜鉛製錬所経営，耐火粘土
〆ーッペツ，ルタ グ-，

工場および多数の煉瓦製造所があった。領地区域の行政および警察行政は，領

主直属のー職員の掌中にあり，この職員が現場で思うがままに処理し，その他
R'-'lイ Yザアを

の領地居住民はなんら発言権をもたず，まさし〈グーツへルンャフトの窓意に

45) Anlagen，丘 273
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saしていたのである。
グー汐インザγ 七

その格別にひどい例として挙げられたのは，領地居住民が照明用電力や部分
〆-，へル

的には工業動力用電力もまた領主所有の炭坑付属発電所から購入しなければな

らず， L.かも，その価格がす ノミ-'./ -"-レージェ γ発電所 Obersch1esischel::l

E1ektrizitatswerkの隣村ノイドルフ Neudorfへの供給価格などよりも準か

に高かったとしみ事実である。 OEWがノイドルフへ電力を供給するためにケ
グー少ヘル

フツレをア γ トーエエン製錬所区域を通して敷設していたのに，領主は居住民

が OEW のケープノレへ接続することを許きなかったのであり，同様の事態は

ガス，水道等についても認められたという。
グーフへル〆ーヲイソザタセ グー γ

また，領主と領地居住民との間の負担の配分も異常なほど不平等であり，領

主は大きな工場や住居を所有Lているのに，その家屋税は5，580M にすぎず，
〆ーり R ル

他の家屋所有者は倍近くの10，702M も支払い，所得税についても，領主は，

年間平均780万 Ztr.の石炭と36.5万Ztr.の亜鉛を生産する鉱業経営や耐火粘土

工場，煉瓦製造所等を有するに拘らず， 17，900 M の所得税を支払うにすぎず，
グーヅヘツイルタ イシザツセ

領地区域の居住民は倍近くの34，038Mの所得税を支払ったのである州。
グーフプ

第 2類型の事例としてはボイデ Y郡のポープレク Bobrekをはじめ15の領地
沙イルタ

区域が挙げ bれている。いずれもオーバーンュレージエ Y り炭坑，製鉄所，亜

鉛製錬所等の鉱工業施設の所在地である， ζれらの施設で働く全労働者人口が
ラットグマイ V デ ヲ νトゲマイ νデ

周辺の農村自治体へ押しつけられていたため， これらの農村自治体の救貧や学

校の領域での支出は途方もな〈大きくなり，これr比例して自治体成員の負担

も増大したとえば所得税付加税は210-2603百，地租・家屋税付加税は 275

280%も徴収害れたとし、う灯、
ラν トグマイソデ グーツペツイル p

(3)東部諸州において1，328の農村自治体と4，945の領地区域が他の農村自治体
グ"グ グーツペフィルタ

区域または都市と混在していた。しかも，領地区域の建物が村の位置と密接し

46) Sten. B町 (26.April 1912). S. 4650 f 

47) IInd.， S. 4654.なお，大月誠「第2帝制期りポメルン州のュγカ 的土地所有」竜各大学『社
，ーヲベツ， .. 

会科学研究年報』第6号1975，116、16←6へージにおける，ポメルン州白領地区域ならびに工業
施設を有する農場についての分析も参照せよ。



プロイセソ・ドイザの近代化と地方自治 (1) (223) 17 

ヲントグマインタ "ルトマルタ

ていただけでなく，その土地も農村自治体の耕地区域と混在していて，両者の

地方自治体上の利害の分離がもはやなされ得ないような事例が多〈見出され

た'"この問題について，国民向由党のアウトサイダーと目される騎士領所有
."ラテイオγ

者ゾムパノレト Sombartは山， 1838年から10年間「分離」の仕事に携った経験

にもとづいて，ひとつの政策提言を行なった。
中ハラテイォ yーツペツイルタ ヲ γ トグマイ νデ "~ルトマルタ

まず第 1に， I分離」以前に領地区域と農村自治体区域とが同 の耕地区域
.，守ラテイオ ν

に属していて，耕地=放牧共同体をなしていたのじ， I分離」によってはじめ

て人為的な境界がつけられたところでは両者は統合されねばならないと主張さ

れ，そのために「重要なのは，ほかならぬわたくしの尊敬する友人グナイスト

が挙げた可能性ではなくて，意志なのである」とゾムバルトは述べた問。
y，'ツd りイルタ ヶP マイ

第 2に，独立の領地区域が一定範囲で存続するところでは，これらは農村自
Y ヂ

治体といわゆる管区 Amtへ連合せしめられ，地方自治体行政の重点は，この
ザムトグ守イ γデ アムト アムト

総合町村と同じ性格の管区におかれるべきであり，また，この管区において両

者の協力が達成され，管区住民の福祉のために，なかんず〈現在「賎民JCParia)

とみなされている，約 200万人の領地区域居住民の地方自治体選挙における無

権利状態が解消され，かれらの定住化のために尽力さるべきょとが主張され

たw。
グ-，，-、タイルタ

(1)領地区域居住民の無権利状態は， もとより，地方自治体選挙権D問題だけ

ではない。領地所有者は，区域内で事実上唯一の雇主であり，教会や学校の保
ナート

護の権矛IJならびに義務にもとづいて，牧師や教師の選任にたい L最も大きな影
オープリ巴カイト

響力をもっていただけではなし公権力の代理者と。して，地方警察権力や地方

自治体上の諸権利の担い手でもあった問。たとえば，後者について，社会民主
グーッペッイルタ

党議員ヒ Jレシュ PaulHirschは，領地区域の公権的支配の実態に触れるなか

4め Anlag，印 .S. 274 

岨) K. Kitzel， op. cit.， S. 121 
5め St，π &rα9. Nov. 1890)， S. 223 
51) Ibid.. S. 224 

52) G. A. Riuer u. J. Kocka (Hg.)， Deutsche Sozialgeschichte， Bd. II: 18司，1914，M由壬

chen 1974しS.178 
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で. 1913年の時点でもなおつぎのように訴えたのである。「僕蝉条例 Gesinde-
グフンデ

ordnungの真の苛酷さは この諸条項のもとに本来の僕蝉以外に， 全農業
〆ーシ~ツイルタ

労働者の約4分の 1もまた苦しんでいるのであるが 領地区域においてはじ

めて現われてくるのであって，こ ζ では雇主またはその職員が警察機関として

暫定的な裁定や強制執行の権隈をもっている」と叩。 -1979・1・5稿ー

53) G. A. Ritter CHg.). Das Deutsche Kaise門官'ch1871-1914. Gottingen 1975， S. 79; 

Vg1. Lage und Kampf止γLandariうet."terim ostelbischen P.竹田'''，帥 Bd. II. Berlin 1977， 
S. 300 ff. 


